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平成24年度重点施策提案

新旧対照表

青　森　県　町　村　会
	総務省

１　地方分権改革の推進・地方財政基盤の充実・強化について
町村は、これまで住民に最も身近な行政主体として、自主財源が乏しい中、地方分権改革の進展を踏まえ、介護保険制度の円滑な運営、少子・高齢社会の対応、社会福祉施設の充実、立ち遅れている生活関連施設の整備、資源循環型社会の構築等の環境施策の推進、厳しい条件下の農林水産業の推進等、自主的、主体的な地域づくりのため各般の政策課題を着実に推進するなど重要な役割を果たしてきました。
　とりわけ、過疎化、少子高齢化の進展が著しい町村が、将来に亘りこのような重責を担い続けていくためには、町村自治の確立とその前提となる町村財政基盤の確立の強化が不可欠であります。
　しかしながら、三位一体改革による大幅な地方交付税の減額に加え、国の経済対策等に呼応し実施してきた建設事業の公債費負担が多額となり、本県の町村財政は深刻な状況にあり、特別職及び一般職の報酬及び手当等の引き下げ、議員定数及び職員定数の大幅な削減、機構改革等に懸命の努力を傾注して参りました。
　更に、本県の町村は、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」の趣旨を踏まえ「集中改革プラン」を策定・公表し、定員管理の適正化においては全国を上回る高い純減率を目標に取り組んでおり、骨身を削る行財政改革に今後とも最善を尽くす所存であります。
　このような中、平成２２年度の地方財政対策においては、地域活性化・雇用等臨時特例費として９，８５０億円が別枠で加算されるなどの措置が講じられた結果、地方交付税総額が１兆円余の増となりました。これまでの町村の声が届き、対策が取られましたことは評価できるものです。
どうか、国におかれましては、町村を取り巻く厳しい財政環境をご賢察のうえ、今後とも地域主権改革を推進するとともに町村財政基盤を充実・強化するため、次のとおり提案します。
(1)　国と地方の役割分担の見直しと権限の移譲について
国と地方の役割分担と権限の移譲に伴う財源措置を明確にしたうえで、地域との関わりの深い許認可事務等に関する事務･権限の移譲を一層推進すること。
(2)　国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化について
　企画立案は中央省庁が担う一方で、実施は都道府県と国の地方支部分局が分担するとしているものが多く、事務の分断や煩雑化、二重行政という弊害をもたらしているため、それらを解消し行政の簡素化を図ること。
(3)　税源移譲を含めた地方税財源の充実強化について
国・地方を通じた税制制度全般の抜本的な見直しを行うにあたって、国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている乖離を縮小し、地方が担う事務と責任に見合うよう、国と地方の税源配分を５：５となるように国税から地方税への税源移譲を行うとともに、格差是正を図るため、財政力の弱い町村に十分配慮するなど、地方交付税（地方共有税）の財源調整機能、財源保障機能を堅持し、恒久的な地方交付税（地方共有税）の総額を確保すること。
(4)　地方共有税構想の実現について
①　地方交付税は、地方の固有財産であり、その性格を制度上明確にするために、名称を「地方共有税」（「地方交付税交付金」については、「地方共有税調整金」）に変更すること。
②　地方交付税（地方共有税）は、国の一般会計を経由せず交付税（地方共有税）特別会計に直接繰り入れること。
(5)　条件不利地域における算定方法の適正化について
　基準財政需要額の算定方法の簡素化のため、人口と面積を基本とする簡素な基準が導入されたが、多くの町村は過疎、山村、豪雪等の条件不利地域であり、その人口・面積も千差万別であるため、このような町村の多様な財政需要を的確に反映するための工夫を重ね、個別町村の行財政運営に支障をきたすことのないよう、所要額を確保すること。
(6)　地方交付税の配分基準の適正化について
地方交付税（地方共有税）制度について検討する場合は、町村の意見を十分踏まえるとともに、スケールメリットが働きにくい町村の行財政運営に支障をきたすことがないよう配意すること。
また、町村が人口割合に比べて広い面積を有し、国土保全、地球温暖化防止等に重要な役割を果たしていることを考慮し、面積要素を加味するなど人口を中心とした配分基準を是正すること。
(7)　合併特例債の弾力的適用について
合併町の振興及び円滑な財政運営の確保のため、合併特例債の対象事業の弾力的適用及び合併市町村振興基金の運用拡大をはかること。
(8)　一括交付金の制度化について
補助金の廃止と「一括交付金」の創設については、交付総額の確保、配分基準、財政力の弱い自治体への配慮、年度により偏在性の大きな事業への対応、段階実施の工程などをあらかじめ明らかにするとともに、制度設計にあたっては、町村の意見を十分踏まえること。
また、地方交付税制度との整合性にも十分留意すること。
(9)　地方債の財源措置について
臨時財政対策債をはじめ累積する地方債の元利償還については、将来において町村の財政運営に支障が生じることがないよう、万全の財源措置を講ずること。

	１　町村自治の確立及び地方財政基盤の充実・強化について
町村は、住民に最も身近な行政主体として、厳しい行財政環境において、農林水産業の振興、立ち遅れている生活関連施設の整備等各般の政策課題を着実に推進する重要な役割を果たしてきました。
このような中、町村がより自主的・主体的な地域づくりを進めるためには、町村自治の確立とその前提となる財政基盤の確立が不可欠であります。
つきましては、町村を取り巻く厳しい行財政環境をご賢察のうえ、分権型社会の構築を推進するとともに町村財政基盤を充実・強化するため、次のとおり提案します。
(1)　町村自治の確立について
①　国と地方の役割分担、義務付け・枠付けの廃止・縮小及び条例制定権の拡大を図ること
②　国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化をはかること
(2)　町村財政基盤の確立
①　地方が担うべき事務と責任に見合うよう、国税と地方税の税源配分の見直しを図ること
②　地方が担う幅広い社会保障サービスの安定財源を確保する観点から、地方消費税の充実等、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
（削除）
(3)　地方交付税の充実強化
①　交付税率を引き上げるとともに、三位一体改革で削減された地方交付税の復元・増額を図ること。
②　安定的な財政運営に必要となる地方交付税等の一般財源の総額を確保すること。また、「地域活性化・雇用等対策費」による地方交付税の別枠加算についても、少なくとも同水準を維持すること。
③　地方交付税の持つ財源保障機能と財源調整機能を堅持すること
④　基準財政需要額の算定方法の簡素化のため、人口と面積を基本とした算定が行われているが、多くの町村は過疎、山村、豪雪等の条件不利地域であり、その人口・面積も千差万別であるため、町村の多様な財政需要を的確に反映するための工夫を重ね、個別町村の行財政運営に支障をきたすことのないよう、所要額を確保すること
（削除）
（削除）
⑤　地球温暖化防止等が大きな問題とされている中、町村における森林・林業行政の充実と、森林整備促進の実効性を高めるため、地方交付税における基準財政需要額に森林面積(国有林野面積を含む)を測定単位として算入する｢森林・林業行政費｣を新設するなどの所要の財政措置を講じるとともに「林道延長」を補正要素に加えること。
特に、森林面積を算入する際には、歴史的経緯等を踏まえ、国有林を含めた算定基準となるよう配慮すること。
(4)　一括交付金の制度化
　平成２４年度から導入する市町村の補助金等の一括交付金化については、小規模町村においても必要な事業が計画的に実施できるよう配慮するとともに、財政力の弱い自治体への手厚い配分をはじめ、交付総額の確保を図ること。
　なお、対象範囲や配分基準、継続事業や年度間の変動が大きい町村に対する具体的な措置等の検討に当たっては、町村の意見を十分踏まえること。
(5) 地方債の財源措置
　臨時財政対策債をはじめ累積する地方債の元利償還については、将来において町村の財政運営に支障が生じることがないよう、万全の財源措置を講ずること。
※地方交付税の推移
交付税
臨財債
総額
対前年度比
15
18.1
5.8
23.9
16
16.9
4.2
21.1
△12.0%
17
16.9
3.2
20.1
△4.5%
18
15.9
2.9
18.8
△6.5%
19
15.2
2.6
17.8
△5.2%
20
15.4
2.8
18.2
+2.3%
21
15.8
5.1
21.0
+15.0%
22
16.9
7.7
24.6
+17.3%
23
17.4
6.2
23.6
△4.1%
（三位一体改革　H16~18）
	H23.4.28
地域主権関連３法案成立
・修文　前文を簡略化
○全国町村長大会意見
○地域主権戦略大綱に記載あり
○項目別に整理
○順番は全国町村長大会意見を参考にして整理。
(1)→①
(2)→②
(3)→①
○全国町村長大会意見
国：地方　　　　　国：地方
税源配分　６：４　歳出比率　４：６
全国では具体的な比率を明記していない。
(3)→②
○全国町村長大会意見
地域戦略大綱
社会保障など地方財政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する。
○平成23年度税制改正大綱
社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築します。
提案内容の絞り込み
（全国町村会大会要望「地方交付税の充実強化」で、20年度(1)、21年度（5）、22年度（8））
(3)→①②
①町提言
 (3)→③
④町提言
・交付税率：国税5税の一定割合（所得税・酒税32%、法人税34%、消費税29.5%、たばこ税25%）
・地方財政審議会は、22.12.13に交付税に繰入する法定率の引き上げを求める意見書を総務大臣に提出。
平成23年度地方交付税
　　　　　　　　17兆3,734億円
法定率分　　　10兆9,868億円
一般会計における加算
　　　　　　　 5兆1,216億円
別枠加算　　　 1兆2,650億円
（1兆500億円（24年度以降は財源不足の状況を踏まえ決定）+2,150億円（3年間同額継続））
②④⑤全国町村長大会意見
④は前年度同様
（新規）
○22年度より要望。
○北海道東北六県町村会協議会要望。
○農林水産省「林業の振興について」と共通項目。
○基準財政需要額の市町村分個別算定経費の中の林野水産行政費の測定単位は、現在「林業及び水産業の従業者数」となっている。
(8)→(4)
○北海道東北六県要望と同様。
○衆議院・参議院内閣委員会が、「内閣府設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「平成24年度以降の地域自主戦略交付金等は、国と地方の協議を通じ、その存続の是非についても検討すること。」と採択した。
○「ひも付き補助金」の一括交付金化
○H23年度から「地域主権戦略大綱」等に基づき、各府省所管の都道府県向け投資関係補助金等の一部を内閣府予算として計上し、地域自主戦略交付金（4,799億円）と沖縄振興自主戦略交付金（321億円）を創設。（青森県　第一次交付限度額9,180百万円）
○24年度都道府県・市町村合計1兆円強を目標。市町村は24年度から導入
　臨時財政対策債の元利償還金は、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとなっているが、地方債（借金）であるため、確実に措置し、町村財政への影響がないようにする必要がある。
平成２３年度末地方債残高（見込）：143兆円


	２　自治体病院に対する財政措置の充実・強化について
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。

	２　自治体病院に対する財政措置の充実・強化について
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。

	（継続）
○県内6つの二次保健医療圏を単位とし、自治体病院の役割や機能を明確にし、効率的で適切な医療が提供できるよう体制づくりを進めている。
○国は「公立病院改革ガイドライン」（19年12月）を策定、ガイドラインの趣旨に基づき、本県の病院事業を設置する全団体が、20年度に「公立病院改革プラン」を策定。
○不良債務14/26病院、約116億円（平成21年度） 。22年度決算見込（概算）では86億円余りに圧縮されたが、改善の要因は市町村の一般会計からの繰入の増によるもの。
○全国町村会要望では、「不採算部門を多く抱える自治体病院に対し、地域医療を確保し、経営の安定化を図るため一層の財政支援措置を講じること」としている。


	３　地上デジタル放送への円滑な移行について
　地上デジタル放送へ完全移行する平成23年7月に向け、現在、国、放送事業者において取り組みが鋭意進められておりますが、現行のアナログ放送時に視聴していた放送が引き続き視聴可能となるよう、国として山村地域等条件不利地域の難視聴地域を解消し、地域間格差のない地上デジタル放送の送受信対策を講じるよう、次のとおり提案します。
(1)　デジタル中継局整備に当たっては、放送事業者の自助努力とする基本原則により整備を進め、地方自治体への新たな負担や、電波状況等による地域間格差が生じないよう配慮すること。
(2)　辺地共聴施設の整備に当たっては、難視聴地域が生じないよう補助制度の充実等適切な措置を講じること。

	３　情報化施策の推進と地上デジタル放送への円滑な移行について
　全ての国民が、平等にICT（情報通信技術）を活用し、その恩恵を享受できる社会を実現することが、情報化施策の推進にとって重要な課題であることから、次のとおり提案します。
（削除）
(1) 地上デジタル放送への円滑な移行　
地上デジタル放送移行後、テレビが視聴できない条件不利地域等の世帯に対しては、国の責任において万全な措置を講じること。
(2) 電子行政の推進
①　国の制度改正に伴う電算システムの開発・改修について、十分な財政措置を講じること。また、電算システムの開発等の費用を抑え、システムの信頼性を高めるため、制度改正の詳細決定から施行までの準備期間を十分確保すること。
②　自治体クラウドの早期導入及び運用開始のための施策及び財政措置を講じること。

	（修文）
○全国町村会要望と同様
○県内中継局（44局）整備は、1地区（脇野沢）が平成23年度中に開局予定であり、その他は既に開局済みであるため。
○全国町村会要望と同様
○辺地共聴施設デジタル化率
（23.3.31現在）
青森県66.7%　全国　89.1%
（新規）
○町より提言有り。
○全国町村会要望と連動。
○電算システムの共同利用に関する検討会（事務局・本会）報告書では、電算システム全般の主な課題の対応として、今後、各町村が取り組む方向として、複数市町村によるｼｽﾃﾑの共同利用や国が進めるｸﾗｳﾄﾞの導入などが、課題解決につながるという認識があるとしている。


	文部科学省、文化庁

１　核融合研究開発を行う国際研究拠点の整備について
　我が国が核融合研究開発で世界に貢献する主要な役割を担っていくためには、本県六ヶ所村に整備される国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトが着実に進められ、次世代核融合炉の実現に向けた核融合研究を行う国際研究拠点としての整備を進めていくことが必要です。
　つきましては、次のとおり提案します。
(1)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトを着実に進め、世界から多くの研究者が集う国際研究拠点としての整備を進めること。
(2)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、大学や研究機関等と連携・人材交流を進め、核融合に関する総合的な教育・研究体制を構築すること。

	１　核融合研究開発を行う国際研究拠点の整備について
　我が国が核融合研究開発で世界に貢献する主要な役割を担っていくためには、本県六ヶ所村に整備される国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトが着実に進められ、次世代核融合炉の実現に向けた核融合研究を行う国際研究拠点としての整備を進めていくことが必要です。
　つきましては、次のとおり提案します。
(1)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトを着実に進め、世界から多くの研究者が集う国際研究拠点としての整備を進めること。
(2)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、大学や研究機関等と連携・人材交流を進め、核融合に関する総合的な教育・研究体制を構築すること。

	


	２　ニホンザル・ニホンカモシカの保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣のうち、ニホンザルは、狩猟対象外の鳥獣として保護が図られています。しかし、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。特に下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
また、ニホンカモシカについても、特別天然記念物に指定され保護が図られていますが、ニホンザルと同様に生息環境の変化等から、人家周辺まで出没し農作物を食い荒らすなど被害が拡大している状況にあります。
　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すために、各種被害防止対策や生息域拡大防止対策など野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について提案します。

	２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣は、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。
特に下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すために、各種被害防止対策や生息域拡大防止対策など野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について提案します。

	（修文）
○野生鳥獣による本県の被害状況のうち、カモシカによる被害は他の野生鳥獣より比較的少なく、また23年3月に各町村より聴取した有害鳥獣対策に係る意見においても、カモシカの被害対策に関する意見等はなかった事等を踏まえ、要望文中よりカモシカの文言を削除。
○野生鳥獣対策関係（サル・クマ・トド被害）は、農林水産省及び環境省に対する要望項目にもあり。
○21年度県内被害状況
・サル4,000万円余　2,400a
・クマ1,400万円余　3,500a
・カモシカ41万円余　59a


	３　義務教育施設等の耐震化及び老朽化対策事業の推進について
　学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての重要な役割を担っており、その機能を十分に発揮するためには、第一に安全で安心できるものである必要があります。
　しかしながら、国では、学校施設の耐震化を推進していますが、耐震化への取り組みが未だ十分に進んでいないことから、耐震性能の高い学校施設に改修することが喫緊の課題であります。
どうか、国におかれましては、町村を取り巻く厳しい財政環境をご賢察のうえ、これら学校施設等の耐震化及び老朽化対策事業など各事業が、町村の整備計画どおり進めることができるよう十分な財政支援をお願いするとともに、町村の負担を軽減するため、次のとおり提案します。

	３　義務教育施設等の耐震化及び老朽化対策事業の推進について
　
学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての重要な役割を担っており、その機能を十分に発揮するためには、第一に安全で安心できるものである必要があります。
町村を取り巻く厳しい財政環境の中、学校施設等の耐震化及び老朽化対策事業など各事業が、町村の整備計画どおり進めることができるよう十分な財政支援をお願いするとともに、町村の負担を軽減するため、次のとおり提案します。

	（修文）
○前文長文のため簡略化。（昨年の2段落目「しかしながら～以下」）



	(1)　義務教育施設等の耐震化事業等について、地域の実情に即して補助単価を見なおすこと。また、地震防災対策特別措置法に基づく財政措置を延長するとともに対象の拡充をはかること。
(2)　廃校等に伴う既存施設の解体については、町村にとって過重な負担となっている現状に鑑み、地域の実情に配慮した適切な措置を講じること。
　　

	(1)　義務教育施設等の耐震化事業等について、地域の実情に即して補助単価を見直すこと。また、地震防災対策特別措置法に基づく財政措置の対象の拡充をはかること。
(2)　廃校等に伴う既存施設の解体については、町村にとって過重な負担となっている現状に鑑み、地域の実情に配慮した適切な措置を講じること。

	（修文）（1）
○全国町村会要望と連動。
○学校の耐震化事業に対する国庫補助率の引き上げ措置を定める「地震防災対策措置法」は、適用期限が23年3月末に迫っていたが、3月18日までに両院全会一致により可決。22日交付。28年3月まで5年延長が決定したため、延長文言削除。
○公立小・中学校の耐震診断実施率と耐震化率
耐震診断実施率
H21.4.1
H22.4.1
青森
79.4％
95.1％
全国
95.7％
98.0％
耐震化率
H21.4.1
H22.4.1
青森
58.8％
68.6％
全国
67.0％
73.3％
（継続）（2）
○村より要望あり。
○学校施設の廃校・休校等に伴う解体に要する経費については、補助制度がなく起債もできず、町村単独事業の一般財源での負担となっている。



	厚生労働省

１　地域医療の確保・充実について
　少子・高齢社会を迎え、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、地域医療の確保と医療水準の向上に大きな役割を果たしてきた自治体病院は、これらの変化に的確に対応し、また、地域住民のニーズにあった地域に根ざした医療供給体制の整備が必要であります。
　しかしながら、地域における中核的な医療を担っている自治体病院は、慢性的な医師不足と恒常的な赤字の問題を抱えており、町村財政を圧迫するなど、地域医療の確保に支障が生じています。
つきましては、地域医療の確保・充実を図るため、次のとおり提案します。
(1)医師の確保について
本県においては、産婦人科医の不足により産科医療が受けられず地域の不安が増大していることに加え、小児科医、麻酔科医や地域医療の中心をなす内科医等、医師不足が深刻化しているため、医師養成数を1.5倍にする等医師確保対策を強力に推進するとともに、地域医療を担う医師の養成と地域への定着を図るための方策を講じること。
	１　地域医療の確保・充実について
　少子・高齢社会を迎え、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、地域医療の確保と医療水準の向上に大きな役割を果たしてきた自治体病院は、これらの変化に的確に対応し、また、地域住民のニーズにあった地域に根ざした医療供給体制の整備が必要でありますので、地域医療の確保・充実を図るため、次のとおり提案します。
(1)医師の確保について
本県においては、産婦人科医の不足により産科医療が受けられず地域の不安が増大していることに加え、小児科医、麻酔科医や地域医療の中心をなす内科医等、医師不足が深刻化しているため、定員配置等規制的手法の導入や一定期間過疎地域等への勤務義務付けなど診療科偏在・地域偏在を抜本的に解消する仕組みを早急に確立するとともに、地域の実情に合った柔軟で実効ある需給調整の仕組みを構築すること。
また、医学部の定員増等により地域医療を担う医師の確保対策を強力に推進すること。
	（継続）
○前文長文のため簡略化。
（修文）
○町より関連提言あり。
○全国町村会要望と連動。
○県内の医療施設従事医師数（20年末）は、2,428人で、人口10万対174.4人（全国平均212.9）。
○全国の中で医師数の少ない傾向にある北海道・東北各県で最も少なく、全国でもワースト4位。
○定員配置等規制的手法の導入＝（参考）「2次医療圏内における病床規制に続く新たな需給調整に必要な開業規制と診療科毎の医師数規制について導入の検討を行い、専門医師数の制限や一定期間医師不足地域への勤務の義務付けなど医師の都市偏在、専門家偏在対策を講じ、医療提供体制の均てん化施策を早急に実行すること」（23.5.19全国自治体病院開設者協議会要望）
○本県独自には、医師修学資金の貸与により一定期間県内自治体病院への勤務義務付けや、あおもり地域医療・医師支援機構による登録医師の勤務や移動の調整等の取組みがなされている。
○民主党マニフェストでは「～医師養成数を1.5倍にする」としている。


	(2) 自治体病院に対する財政措置の充実・強化について
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。

	(2) 自治体病院に対する財政措置の充実・強化について（再掲）
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。

	（継続）
○県内6つの二次保健医療圏を単位とし、自治体病院の役割や機能を明確にし、効率的で適切な医療が提供できるよう体制づくりを進めている。
○国は「公立病院改革ガイドライン」（19年12月）を策定、ガイドラインの趣旨に基づき、本県の病院事業を設置する全団体が、20年度に「公立病院改革プラン」を策定。
○不良債務14/26病院、約116億円（平成21年度） 。22年度決算見込（概算）では86億円余りに圧縮されたが、改善の要因は市町村の一般会計からの繰入の増によるもの。
○全国町村会要望では、「不採算部門を多く抱える自治体病院に対し、地域医療を確保し、経営の安定化を図るため一層の財政支援措置を講じること」としている。

	２　子育て支援対策の総合的な推進について
　出生率低下に伴う少子化の進行は、子ども自身の自主性や社会性を損なうだけでなく、地域社会の活力低下や労働力の減少など、未来社会の発展に重大な影響を及ぼすことが懸念されています。
　このため、子育ての経済的負担の軽減や、仕事と子育てを両立させるための職場環境づくりの推進など、子どもが健やかに生まれ育つための総合的施策を積極的に推進されるよう、次のとおり提案します。

	２　子育て支援対策の総合的な推進について
　子育ての経済的負担の軽減や、仕事と子育てを両立させるための職場環境づくりの推進など、子どもが健やかに生まれ育つための総合的施策を積極的に推進されるよう、次のとおり提案します。

	（継続）
○前文長文のため簡略化。


	(1)子育てに関する経済的負担を軽減するため、乳幼児期の医療費の無料化制度を創設すること。
また、特定不妊治療について、希望する者が誰でも利用できるよう健康保険適用とするとともに、妊婦健康診査の１４回程度の公費負担を確実に実施できるよう恒久的な措置を講ずること。
(2)多様かつ柔軟な保育サービスや放課後子どもプラン、地域子育て支援センター事業など、すべての親子を対象とした子育て支援サービスの推進を図ること。
(3)平成２３年度以降の子ども手当の制度設計については、町村の意見を十分尊重するとともに、全額国庫負担とすること。
	(1)乳幼児期の医療費及び保育料の無料化など、子育て環境を整えること。
また、特定不妊治療について、希望する者が誰でも利用できるよう健康保険適用とするとともに、妊婦健康診査の１４回程度の公費負担を確実に実施できるよう恒久的な措置を講ずること。
(2)多様かつ柔軟な保育サービスや放課後子どもプラン、地域子育て支援センター事業など、すべての親子を対象とした子育て支援サービスの推進を図ること。
(3)子ども手当に係る必要な経費については、全額国庫負担とすること。
	（修文）（1）
○町より要望あり。
○妊婦健康審査の公費助成は、22年度補正予算において財源が確保され、23年度も従来どおり継続。24年度以降の方針は未定。
（継続）（2）
○全国町村会要望と連動。
○放課後子どもプラン＝放課後や週末の子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保。
○地域子育て支援センター事業＝保育所が育児不安の解消や、親子間交流の場を提供。
（修文）（3）
○子ども手当は、23年9月末まで6カ月単純に延長する「つなぎ法」が3月末で成立。（中学生までの子どもに月1万3千円を支給）支給期限が切れる10月以降の制度詳細は依然不透明な状況。

	３　介護保険制度の円滑な運営について
　本格的な高齢社会を迎えるなか、町村は介護保険制度の運営に懸命の努力を傾注しております。
　しかしながら、本県では在宅サービスの利用率および重度の介護認定を受ける高齢者が多いこと等に伴い、給付費が増大であることが保険料に反映され、全国で最高額の介護保険料となっており、各町村の介護保険財政も極めて厳しい状況にあります。今後もサービス利用量の増加や高齢化の進行により、町村財政を更に圧迫することが懸念されています。
　つきましては、介護保険制度が着実に実施され、利用者が安心してサービスを受けられるよう必要な措置を講じるとともに、利用者はじめ住民や町村に過重な負担が生じることがないよう、次のとおり提案します。

	３　介護保険制度の円滑な運営について
　本格的な高齢社会を迎えるなか、町村は介護保険制度の運営に懸命の努力を傾注しているところであり、介護保険制度が着実に実施され、利用者が安心してサービスを受けられるよう必要な措置を講じるとともに、利用者はじめ住民や町村に過重な負担が生じることがないよう、次のとおり提案します。

	（継続）
○前文長文のため簡略化。
○本県では、「要介護者等」（要支援者含む）が65歳以上人口に占める割合（要介護認定率）は上昇し、22年3月末現在18.57％と全国平均（16.76％）を1.8ポイント上回っており、特に中・重度の要介護者の割合が全国平均より高くなっている。
○県内の介護給付費は年々増加し、制度発足時の12年度は520億円余だったのが、21年度には1,024億円余に増大している。
○21年度～23年度（第4期）の月ごとの介護保険料は、本県が全国最高額の4,999円（全国平均4,160円）。その要因として、①在宅系サービスの利用率の伸びが大きい②重度の要介護認定の割合が高い、などが挙げられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　


	(1)財政支援について
市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、介護基盤整備については、人材の育成・確保等に係る支援策を含め適切な財政措置を講じること。
 (2)住所地特例の拡大について
障害者支援施設等、介護保険施設以外の施設については、介護保険制度上の住所地特例がないため、同施設等を多く抱える町村では、介護保険財政に多大な影響を及ぼすことが懸念されることから、各制度間において、統一的な取扱いとなるよう、介護保険制度上の住所地特例の適用範囲を拡大すること。
	(1)財政支援について
市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の育成・確保等に係る介護基盤を整備し、適切な財政措置を講じること。
 (2)住所地特例の拡大について
障害者支援施設等、介護保険施設以外の施設については、介護保険制度上の住所地特例がないため、同施設等を多く抱える町村では、介護保険財政に多大な影響を及ぼすことが懸念されることから、各制度間において、統一的な取扱いとなるよう、介護保険制度上の住所地特例の適用範囲を拡大すること。
（3）介護従事者処遇改善臨時特例交付金等の継続について
　介護従事者処遇改善臨時特例交付金及び介護職員処遇改善交付金は、国の責任において継続すること。
	（修文）（1）
○全国町村会要望と連動。
○文言整理。
（継続）（2）
○全国町村会要望と連動。
（新規）（3）
○町より要望あり。
○全国町村会要望と連動。
○介護従事者処遇改善臨時特例交付金は、21年度の介護報酬改定（3％ﾌﾟﾗｽ）に伴う保険料の上昇を軽減する措置として21年度～23年度分を国が交付金措置（改定増分1/2）。24年度以降（第5期計画）の措置は未定。
○介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)１人当たり月額平均1.5万円を交付するもので、細川厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しているが、対応は未定。


	４　国民健康保険制度等の円滑な実施について
国民健康保険制度は、被用者保険に比べ低所得者層が多く、さらに老人加入率が高い等、その構造的な体質のため、財政的に脆弱であるうえに、医療費の増嵩等により保険料（税）の負担及び一般会計からの繰入れはすでに限界に達するなど、制度の維持運営に支障を来しております。
また、後期高齢者医療制度につきましても、従来の老人保健制度に比較し財政負担額が増加しており、今後も高齢化の進行によりさらに町村財政を圧迫することが懸念されます。
こうした中、国では、現在の後期高齢者医療制度を廃止し国民健康保険の広域化を含め新たな医療制度を構築するとしていますが、新たな医療制度を構築するにあたっては、実施主体である町村の意見を十分に反映されるよう、次のとおり提案します。
	４　国民健康保険制度等の円滑な実施について
国民健康保険制度は、被用者保険に比べ低所得者層が多く、さらに老人加入率が高い等、その構造的な体質のため、財政的に脆弱であるうえに、医療費の増嵩等により保険料（税）の負担及び一般会計からの繰入れはすでに限界に達するなど、制度の維持運営に支障を来しております。
こうした中、国では、現在の後期高齢者医療制度を廃止し国民健康保険の広域化を含め新たな医療制度を構築するとしていますが、新たな医療制度を構築するにあたっては、実施主体である町村の意見を十分に反映されるよう、次のとおり提案します。
	（修文）
○前文長文のため簡略化。
○後期高齢者医療制度の24年度末廃止は与野党、都道府県と調整つかず、また震災の影響により新たな制度の創設も目処が立たない状況。
○当初は、25年4月から都道府県単位の財政運営を基本とする新制度発足予定だった。
○国の検討機関である｢高齢者医療制度改革会議｣では、
22年8月、制度の基本骨格について中間とりまとめを公表し、後期高齢者医療制度導入時の反省に立って、幅広く国民の意見を聴取し検討。
○22年12月開催の第14回高齢者医療制度改革会議で、これまで14回の議論等を踏まえた「最終とりまとめ」を実施。

○当初は、「最終とりまとめ」を踏まえて、通常国会へ法案提出予定だった。

	(1)高齢者医療制度改革について
　「地域保険」への第一段階として国民健康保険と高齢者医療制度を一元化するのであれば、厳しい国保財政の強化・支援策を国として明確に示すこと。
(2) 国民健康保険について
　国保の財政基盤の強化を図るため、国の責任において国保関係予算の所要額を確保すること。

	(1)高齢者医療制度改革について
「地域保険」への第一段階として国民健康保険と高齢者医療制度を一元化するのであれば、厳しい国保財政の強化・支援策を国として明確に示すこと。
(2) 国民健康保険について
　国保の財政基盤の強化を図るため、国の責任において国保関係予算の所要額を確保すること。

	（継続）（1）
（継続）（2）



	５　障害者保健福祉施策の推進について
　障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、福祉施策を推進し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、次のとおり提案します。
(1)｢障がい者総合福祉法（仮称）｣の制定に当たっては、町村の意見を尊重し、現場に混乱を起こさぬよう十分な時間をかけて検討するとともに、その間は国による財政支援の拡充を含め、現行制度の円滑な運営に努めること。
(2)生活保護世帯における自立支援医療（更生医療）は、町村の財政負担が多大なことから、適切な財政措置を講じること。
	５　障害者保健福祉施策の推進について
　障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、福祉施策を推進し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、次のとおり提案します。
(1)｢障がい者総合福祉法（仮称）｣の制定に当たっては、町村の意見を尊重し、現場に混乱を起こさぬよう十分な時間をかけて検討するとともに、その間は国による財政支援の拡充を含め、現行制度の円滑な運営に努めること。
(2)生活保護世帯における自立支援医療（更生医療）は、町村の財政負担が多大なことから、適切な財政措置を講じること。
	○22年度より要望
（継続）（1）
○全国町村会要望と連動
○21年9月の連立政権合意で、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、ｻｰﾋﾞｽの利用者負担を応能負担とする｢障がい者総合福祉法（仮称）｣を制定する予定。

○今後、障害者や事業者、自治体などの意見を聞き、検討を進めていくとしている。

○平成21年12月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置、当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置付け、同本部の下に「障がい者制度改革推進会議」を置き、現在、検討を進めている。
（継続）（2）
○昨年町より要望があり、制度変更がないため要望。
○生活保護世帯における自立支援医療費の1/4が町村負担。

	農林水産省

１　農業の振興について
　本県では、消費者が求める安全、安心で良質な農林水産物やその加工品を生産し、強力に売り込んでいく販売重視の「攻めの農林水産業」を積極的に推進しており、地域の創意工夫を発揮した施策の展開に努めているところであります。
　つきましては、農業・農村が直面している厳しい状況を踏まえつつ、食料自給率の向上、食の安全・安心の確保と、農業・農村の再生と活性化を図るため、次のとおり提案します。

	１　農業の振興について
　本県では、消費者が求める安全、安心で良質な農林水産物やその加工品を生産し、強力に売り込んでいく販売重視の「攻めの農林水産業」を積極的に推進しており、地域の創意工夫を発揮した施策の展開に努めているところであります。
　つきましては、農業・農村が直面している厳しい状況を踏まえつつ、食料自給率の向上、食の安全・安心の確保と、農業・農村の再生と活性化を図るため、次のとおり提案します。

	（継続）
0



	(1)地域農業の担い手の確保・育成支援対策について
農林漁業家の高齢化と後継者不足に伴い、地域では担い手の減少が深刻な問題となっておりますので、生産者の所得向上・収入の安定を図りながら地域農業や農村社会を維持・発展させていくため、家族農業経営、集落営農、法人経営それぞれに対する具体的な支援策及び人材確保方法を早急に明確化するとともに、現場に定着している認定農業者制度との間で混乱が生じないよう整合性に配慮した役割分担を明らかにすること。

	(1)地域農業の担い手の確保・育成支援対策について
農林漁業家の高齢化と後継者不足に伴い、地域では担い手の減少が深刻な問題となっておりますので、生産者の所得向上・収入の安定を図りながら地域農業や農村社会を維持・発展させていくため、家族農業経営、集落営農、法人経営それぞれに対する具体的な支援策及び人材確保方法を早急に明確化するとともに、現場に定着している認定農業者制度との間で混乱が生じないよう整合性に配慮した役割分担を明らかにすること。

	（継続）21年度より要望
○全国町村会要望と連動。
○新たな食料・農業・農村基本計画（平成22年3月）では、従来の一部農業者への施策の集中化を批判しつつも、「認定農業者制度の活用を推進する」と明記。
○新基本計画では、大規模効率化を目指す農業者も、規模が小さい農業者も、各々の創意工夫を活かしながら営農の継続・発展を目指していくことができるよう、現場の主体的判断を尊重した多様な努力・取り組みを支援する施策を展開するとしている。
○23年度農水省関係予算
多様な農業者向け制度金融109億円（前年112）
経営体育成支援事業71億円（0）
新規就農支援26億円（30）
品目・産地・担い手対策32億円（0）


	(2)戸別所得補償制度の円滑な導入について
戸別所得補償制度ついては、22年度は同制度のモデル事業として、自給率向上のための戦略作物等への直接助成、また自給率向上の環境整備を図るための水田農業経営への助成を内容とする対策を実施しているところだが、23年度からの本格実施にあたっては、現場での実情・意見を十分に踏まえ、生産者・町村が納得できるものとし、町村の財政負担や事務量増大を招かないよう配慮すること。
また、畜産・酪農業に対する所得補償制度の導入にあたっても、現場での混乱が起きないように具体策を早急に示すとともに、町村の財政負担や事務量増大を招かないよう配慮すること。

	(2)戸別所得補償制度の着実な推進について
平成23年度から本格実施に移行した本制度は、農家段階に着実に定着しつつあることから、現場での実情・意見を十分に踏まえ、必要とされる財源を確実に確保するとともに、安定的な制度とするため法制化を図ること。
また、畜産・酪農業に対する所得補償制度の導入にあたっては、現場での混乱が起きないように具体策を早急に示すとともに、町村の財政負担や事務量増大を招かないよう配慮すること。

	（修文）
○全国町村会要望と連動し、文言修文。
○22年度の米モデル事業においては、定額部分（15,000円/10a）は、ほとんどの地域で22年内に支払い完了。 変動部分については、23年1月までの相対取引価格で交付単価を決定、3月中に支払い完了。 
○現行制度は予算措置のため、安定的な予算確保が疑問視されていることに加え、東日本大震災の復興財源として削減されることへの不安がある。
○23年度より畑作物の所得補償開始。畑作物は、数量払い（作物別単価例 小麦6,360円/60kg、大豆11,310円/60kgなど）と面積払い（2万円/10a）で、米の様な価格下落補てん措置はない。



	(3)りんご果実飲料の原料原産地表示について
　りんご果実飲料は、その機能性が評価され、健康飲料として子供から高齢者まで幅広く親しまれている。しかし、中国製加工食品への農薬混入問題を契機に、食の安全･安心への関心が一層高まっていることから、りんご果汁の原産地表示は、消費者の求める正確な情報提供や商品への信頼度向上を図る上で必要不可欠となっておりますので、りんご果実飲料の原料原産地表示を早期に義務化すること。

	(3)りんご果実飲料の原料原産地表示について
　りんご果実飲料は、その機能性が評価され、健康飲料として子供から高齢者まで幅広く親しまれております。しかし、中国製加工食品への農薬混入問題を契機に、食の安全･安心への関心が一層高まっていることから、りんご果汁の原産地表示は、消費者の求める正確な情報提供や商品への信頼度向上を図る上で必要不可欠となっておりますので、りんご果実飲料の原料原産地表示を早期に義務化すること。

	（継続）
○15年度より要望。
○これまで本会、県などが引き続き要望してきたが、依然、義務化は見送られ、任意表示の取り扱いとなっている。
○22年10月の「第4回消費者委員会食品表示部会」（国検討機関）で、原料原産地表示の義務拡大が議論され、消費者庁は、果実飲料は原料果汁等が品質を左右する重要な役割を果たしている可能性があるため、義務化すべき果実や果実飲料の種類を絞り込むことが必要との見解を示した。
○23年1月に「食品表示部会」の下に「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会」が設置され、表示義務化の判断基準として採用されてきた要件の見直しも含め、23年7月を目処にある程度の結論を目指すこととなった。


	(4)台湾におけるりんごの残留農薬基準の設定について
　本県では、台湾をはじめとするアジア地域を主体とした輸出促進に力を入れており、国産りんごの台湾向け輸出量も2万トンを超える大きなマーケットとして定着しておりますが、台湾と日本との残留農薬の基準が異なり輸出の障害となっております。国のご尽力により、昨年から今年にかけ一部農薬に基準設定されたところですが、国内で一般使用されているりんごの農薬について、台湾側に農薬残留基準を早期に設定するよう引き続き働きかけること。

	(4)台湾におけるりんごの残留農薬基準の設定について
　本県では、台湾をはじめとするアジア地域を主体とした輸出促進に力を入れており、国産りんごの台湾向け輸出量も2万トンを超える大きなマーケットとして定着しておりますが、台湾と日本との残留農薬の基準が異なり輸出の障害となっております。国のご尽力により、一部農薬に基準設定されたところですが、国内で一般使用されているりんごの農薬について、台湾側に農薬残留基準を早期に設定するよう引き続き働きかけること。

	（継続）
○21年度より要望。
○20年産の県産輸出りんごの中から、台湾で残留基準値が定められていない農薬成分が検出され、30ｔが陸揚げされなかった。
○指摘を受けた残留農薬は、日本では収穫直前まで使用できる殺菌剤の一種だが、台湾ではりんごの生産はほとんどないため基準がない。
○国産りんご輸出の約9割が台湾向けで大半が本県産。
○国産りんごの台湾向け輸出量→平成21年産21,656トン
○一昨年から昨年にかけて本県の防除暦で採用の農薬に関係する7農薬成分が新たに基準設定された。
○他の未設定分について、引き続き台湾側が基準設定するよう要望。


	
	（5）果樹経営安定制度の創設について
　本県では、県、市町村、生産者等の拠出によるりんご経営安定対策事業を実施しており、加入生産者の経営安定に寄与しておりますが、自然災害の多発や輸入果実・果汁の急増等により生産者は大きな不安を抱えており、経営安定を図るための制度の創設が急務となっております。
つきましては、国、県、市町村、生産者の拠出により基金造成をし、当該年のりんごの平均販売価格が一定金額（基準額）を下回った場合、その金額を補てんする果樹経営安定制度を創設すること。
なお、この制度に加入する生産者には、果樹共済の加入を義務付けること。
	（新規）
○町より要望あり。
○現行制度体系（23年）ｲﾒｰｼﾞ
①需給調整
県
りんご緊急需給調整対策
国
緊急需給調整特別対策事業
②経営安定（価格補てん）
県
りんご経営安定対策
国
※検討中
○国の果樹経営安定制度（価格補てん）は、13年～18年の1セット6カ年実施。19年から果樹経営支援対策（ワイ化改植事業）へ組替え、23年から果樹・茶経営安定緊急対策（ワイ化改植事業）に事業名変更。
○現在、国では果樹農業振興基本方針（22年7月）で示した新たな経営安定対策について検討中。本県においても、国の新しい制度が創設された場合には、その制度に移行することとしている。

	(5)「環境公共」の推進について
本県では、「農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる」との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を「環境公共」と位置付けて推進しています。
「環境公共」では、構想から計画、実施、日常の維持管理までの各段階において、農林漁業者のみならず地域住民やNPOなど多様な主体による協働を促進しながら、地場の資源、技術、人財を最大限に活用して環境の保全･再生に資する農林水産業の社会資本の整備を図ることとしております。
しかしながら、昨今の町村は財政的に厳しく、こうした取り組みが十分にできない状況にありますので、町村の環境への配慮が適切に反映されるよう財政措置の充実を図ること。

	(6)「環境公共」の推進について
本県では、「農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる」との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を「環境公共」と位置付けて推進しています。
「環境公共」では、構想から計画、実施、日常の維持管理までの各段階において、農林漁業者のみならず地域住民やNPOなど多様な主体による協働を促進しながら、地場の資源、技術、人財を最大限に活用して環境の保全･再生に資する農林水産業の社会資本の整備を図ることとしております。
しかしながら、昨今の町村は財政的に厳しく、こうした取り組みが十分にできない状況にありますので、町村の環境への配慮が適切に反映されるよう財政措置の充実を図ること。
	（継続）
○19年度より要望。
○「環境公共」＝環境を「公共財」と位置付け、農林水産業や農山漁村の基盤づくりの「投資」を通じて環境を保全する公共投資の仕組み。
○主な事業 (1) かんがい用の水資源を確保し、農道や排水処理施設の整備などを行う、農業農村整備事業(2) 治山・林道整備、造林・間伐などを行う、林野公共事業(3) 漁港や漁村の生活環境、漁場の整備などを行う、漁港漁場整備事業(4) 食品残さや家畜糞尿などの還元利用、資源リサイクルを進める、畜産公共事業
○地区毎に地区環境公共推進協議会、各県民局に環境公共調整会議、県庁内に環境公共推進会議設置。


	(6)野生鳥獣被害対策の推進について
ニホンザルやニホンカモシカ、またトドなど野生鳥獣による農林漁業被害は、農山漁村の暮らしに深刻な影響を与えていますので、「鳥獣被害防止特措法」等による支援制度を活用しながら、町村が野生鳥獣被害対策に主体的に取り組むことができるよう、引き続き必要な財政措置を講じること。

	(7)野生鳥獣被害対策の推進について
ニホンザルやクマなど野生鳥獣による農林漁業被害は、農山漁村の暮らしに深刻な影響を与えていますので、「鳥獣被害防止特措法」等による支援制度を活用しながら、町村が野生鳥獣被害対策に主体的に取り組むことができるよう、引き続き必要な財政措置を講じること。

	（修文）
○22年度より要望。
○鳥獣被害防止総合対策交付金（23年度112億円（23億））
＝戸別所得補償制度の本格実施に当たり、鳥獣被害防止特措法による市町村の被害防止計画に基づく取組等への措置を緊急的に強化。
○ｿﾌﾄ対策（市町村当たり原則200万円以内）
・捕獲機材の導入、発信器を活用した生息調査など。
○ﾊｰﾄﾞ対策（1/2以内）
・侵入防止柵等の被害防止施設の整備など。
○被害防止計画作成状況23年5月現在）13市町村。今後6市町が作成予定。
○21年度県内被害状況
・サル4,000万円余　2,400a
・クマ1,400万円余　3,500a
・カモシカ41万円余　59a


	(7)粘り強い国際農業交渉の展開について
WTO農業交渉については、今後とも、各国の多様な農業の共存を基本とし、農業の多面的機能への配慮や食料安全保障の確保などを内容とする「日本提案」の実現に向け、粘り強い交渉を強力に展開するとともに、地域の産業・経済が崩壊することのないよう、上限関税の導入を阻止し、重要品目の数を十分に確保すること。
また、各国と個別に行われるEPA・FTA交渉については、国内農業・農村の振興を損なわないよう十分配慮しつつ、取り組むこと。
特に、日豪EPA交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの我が国農業の重要品目について、関税撤廃の対象から除外するなど適切に対応すること。
	(8)粘り強い国際農業交渉の展開について
関税撤廃の例外措置を認めないTPPは、日本農業の壊滅的打撃や農山漁村の崩壊を招くことが危惧されるため、現状での参加は行わないこと。
また、WTO農業交渉については、今後とも、各国の多様な農業の共存を基本とし、農業の多面的機能への配慮や食料安全保障の確保などを内容とする「日本提案」の実現に向け、粘り強い交渉を強力に展開するとともに、地域の産業・経済が崩壊することのないよう、上限関税の導入を阻止し、重要品目の数を十分に確保すること。
さらに、各国と個別に行われるEPA・FTA交渉については、国内農業・農村の振興を損なわないよう十分配慮しつつ、取り組むこと。
特に、日豪EPA交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの我が国農業の重要品目について、関税撤廃の対象から除外するなど適切に対応すること。
	（修文）
○20年度より要望。
○TPP文言追加。
○全国町村会要望と連動。
○当初、TPP交渉参加の是非は、農業構造改革の基本方針を決定する23年6月を目途に決定する予定だったが、震災の影響により、5月17日に閣議決定された政策推進指針では「総合的に検討する」とし、判断を先送り。（11月目途）
○WTOﾄﾞｰﾊﾗｳﾝﾄﾞ交渉は、保護の大幅な削減を求める米国、柔軟な対応を求めるＥＵ・日本、先進国に対する補助の大幅な削減と途上国への配慮を求める開発途上国の隔たりが大きく、意見調整がつかず。
○23年2月のWTO非公式閣僚会合では、23年中にラウンドを終結すべきであり、7月までに実質合意を目指す、などといった議論がなされた。

	２　林業の振興について
　青森県では、「攻めの農林水産業推進基本方針」に即し、山・川・海をつなぐ水循環の再生・保全を柱として、森林の持つ多面的機能の持続的発揮が図られるよう、郷土樹種を主体とした多様な森づくりを推進しております。
　つきましては、水資源のかん養や災害防止、さらには喫緊の課題となっている地球温暖化防止など環境保全に欠かせない「美しい森林づくり」を推進するため、次のとおり提案します。

	２　林業の振興について
　青森県では、「攻めの農林水産業推進基本方針」に即し、山・川・海をつなぐ水循環の再生・保全を柱として、森林の持つ多面的機能の持続的発揮が図られるよう、郷土樹種を主体とした多様な森づくりを推進しております。
　つきましては、水資源のかん養や災害防止、さらには喫緊の課題となっている地球温暖化防止など環境保全に欠かせない「美しい森林づくり」を推進するため、次のとおり提案します。

	（継続）



	(1)森林吸収源対策としての森林整備の推進について
　森林県である本県は、温室効果ガスとされる二酸化炭素の吸収に大きく貢献しており、「低炭素社会」の実現を目指した適切な森林整備による森林吸収減対策を強力に推進するため、新たな財源として環境税を創設するなどし、依然として厳しい林業経営が続く山村地域の実情を踏まえた森林の整備・保全等の諸対策を一層推進すること。

	(1)森林吸収源対策としての森林整備の推進について
　森林県である本県は、温室効果ガスとされる二酸化炭素の吸収に大きく貢献しており、「低炭素社会」の実現を目指した適切な森林整備による森林吸収減対策を強力に推進するため、新たな財源として全国森林環境税を創設するなどし、依然として厳しい林業経営が続く山村地域の実情を踏まえた森林の整備・保全等の諸対策を一層推進すること。

	（修文）
○16年度より要望。
○森林吸収源対策＝京都議定書の中で温室効果ガス6％削減の目標設定、うち森林機能により3.8％の1,300万トンの二酸化炭素を吸収する予定。
○全国町村会は、二酸化炭素排出源が課税対象の「全国森林環境税」創設を求めている。
○全国森林環境税創設促進連盟の主張＝「二酸化炭素排出減を課税対象とする新たな税財源として全国森林環境税を創設し、国民的支援の仕組みを構築すること」
○地球温暖化対策のための税＝23年10月実施を盛り込んだ税制改正法案が国会に上程中。森林吸収源対策については、国全体としての財源確保を引き続き検討する、また、地方公共団体の財源確保の仕組みも検討する、としている。

	(2)森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興について
森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興を図るため、地域材の一般住宅への利用促進及び公共施設等の木造化推進のための支援制度を拡充するとともに、未利用の間伐材など木質バイオマス資源のエネルギー利用を推進し、森林資源の循環利用を促進するための多面的な施策を展開すること。

	(2)森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興について
森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興を図るため、地域材の一般住宅への利用促進及び公共施設等の木造化推進のための支援制度を拡充するとともに、未利用の間伐材など木質バイオマス資源のエネルギー利用を推進し、森林資源の循環利用を促進するための多面的な施策を展開すること。

	（継続）
○17年度より要望。
○豊かな森林環境と地域経済の活性化につなげるため、国による一層の支援等が必要。
○22年10月に成立した「公共建築物木材利用促進法」の着実な推進により、公共建築物のみならず、住宅等での地域材の一層の利用拡大や木質バイオマス等地域材の新たな用途への利用拡大につなげていくことが求められている。
○国が率先して実行し、営繕基準の見直しにより、地方自治体でも同様の措置がなされ、国産材の利用促進が期待される。（全国町村会）
○地域材供給倍増対策（林野庁23年度10億円余）＝地域における原木の安定供給の取組への直接支援、木造公共建築物等への地域材利用による実需拡大等。

	(3)地方交付税測定単位への森林面積(国有林野面積を含む)の反映について
地球温暖化防止等が大きな問題とされている中、町村における森林・林業行政の充実と、森林整備促進の実効性を高めるため、地方交付税における基準財政需要額に森林面積(国有林野面積を含む)を測定単位として算入する｢森林・林業行政費｣を新設するなどの所要の財政措置を講じること。
　特に、森林面積を算入する際には、歴史的経緯等を踏まえ、国有林を含めた算定基準となるよう配慮すること。

	(3)地方交付税測定単位への森林面積(国有林野面積を含む)の反映について（再掲）
地球温暖化防止等が大きな問題とされている中、町村における森林・林業行政の充実と、森林整備促進の実効性を高めるため、地方交付税における基準財政需要額に森林面積(国有林野面積を含む)を測定単位として算入する｢森林・林業行政費｣を新設するなどの所要の財政措置を講じるとともに「林道延長」を補正要素に加えること。
　特に、森林面積を算入する際には、歴史的経緯等を踏まえ、国有林を含めた算定基準となるよう配慮すること。

	（修文）
○22年度より要望。
○北海道東北六県町村会協議会要望と連動し、修文。
○基準財政需要額の市町村分個別算定経費の中の林野水産行政費の測定単位は、現在「林業及び水産業の従業者数」となっている。
○普通交付税で面積を測定単位とする費目は、地域振興費、地方再生対策費、包括算定経費等があり、森林面積や林野面積が用いられているが、国有林野面積は含まれていない。（道府県分の測定単位にも国有林野面積は含まれていない）
○（参考）国有林野を有する市町村には、国有資産等所在市町村交付金が交付されている。


	３　水産業の振興について
青森県内の沿岸町村は、水産業を地域振興の発展に欠くことのできない基幹産業と位置付け、安全で多様な水産物の安定的な供給を通じて、健康で豊かな日本型食生活を支えるべく、地域関連産業も含め総合的な水産業の振興に努めています。
　しかしながら、本県水産業は周辺水域における資源状況の悪化による漁獲量の減少、輸入水産物の増加等が背景となって、水産物価格が長期的に低迷し、燃油価格の高騰等により非常に厳しい状況に直面しています。
　つきましては、より一層の水産業の活性化が図られるよう、次のとおり提案します。

	３　水産業の振興について
青森県内の沿岸町村は、水産業を地域振興の発展に欠くことのできない基幹産業と位置付け、安全で多様な水産物の安定的な供給を通じて、健康で豊かな日本型食生活を支えるべく、地域関連産業も含め総合的な水産業の振興に努めております。
　つきましては、より一層の水産業の活性化が図られるよう、次のとおり提案します。

	（修文）
○前文長文のため一部削除。


	(1)漁業所得補償制度の円滑な導入について
　漁業所得補償制度の導入にあたっては、現場の実情・意見を十分に踏まえ、交付要件、具体的な運用方針などを早急に示すとともに、町村の財政負担及び事務量の増大が伴わないよう十分に配慮すること。

	(1)漁業経営安定対策の強化について
「資源管理・漁業所得補償対策」については、漁業者の声を聞きながら平成23年度に導入されたところですが、引き続き安定的な制度運営に努めること。
	（修文）
○22年度より要望。
○資源管理・漁業所得補償対策（23年度518億円）
○漁業共済の対象となっている漁業種類（沿岸・沖合・遠洋漁業・養殖業）が対象で、資源管理計画をリンクさせた制度設計となっている。
【対策の主な内容】
①漁業収入安定対策事業（減収補填）
②資源管理体制推進事業（都道府県による資源管理指針の策定など）
③資源管理指針等推進事業（漁業者協議会開催に助成）
④漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ繰入（災害による損害補填）
⑤漁業経営ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ構築事業（燃油や飼料価格急騰に補填金）


	(2)大型クラゲ・トド被害対策の推進について
　昨年9月下旬から本県沿岸沖に大量発生した大型クラゲは、大型定置網漁業、底引き網漁業の漁具や漁獲物に大きな被害を及ぼしているので、発生原因の究明や漁業被害減少のための抜本的な対策を早急に講じること。
また、トドは水産庁が絶滅の恐れのある希少種に指定し、駆除が制限されておりますが、漁具の破損や漁獲物の食害など、漁業被害は漁業者の生活に大きな影響を及ぼしておりますので、駆除等に係る助成制度の拡充や駆除枠を拡大すること。

	(2)大型クラゲ・トド被害対策の推進について
　近年、本県沿岸沖に大量発生する大型クラゲは、大型定置網漁業、底引き網漁業の漁具や漁獲物に大きな被害を及ぼしているので、発生原因の究明を図るとともに、引き続き漁業被害対策を講じること。
また、トドは水産庁が絶滅の恐れのある希少種に指定し、駆除が制限されておりますが、漁具の破損や漁獲物の食害など、漁業被害は漁業者の生活に大きな影響を及ぼしておりますので、駆除等に係る助成制度の拡充や駆除枠を拡大すること。
	（継続）
○大型クラゲの大量発生は、漁獲量減少やクラゲ接触による漁獲物の品質低下、クラゲ排出作業による操業の長時間化、漁具破損などの物的損害、漁具破損回避のための休漁など、漁業経営に大きな影響を及ぼしている。
○有害生物漁業被害防止総合対策事業＝大型クラゲ等の有害生物について、混獲回避漁具の導入促進、駆除、陸上処理、日中韓による大型クラゲ国際共同調査等の対策を総合的に支援（平成23年度7億2千万円余　補助率1/2）。
○トドによる魚網被害は一昨年冬（20年12月～21年5月）の268カ統に比べ、昨冬（21年12月～22年5月）は11カ統で、減少。
○採捕上限数：本県は4頭、北海道は116頭。


	(3)沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄について
　水産資源を安定的・永続的に確保し、漁業を持続可能なものとするため、沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄が図られ、安全が保障された操業水域を実現すること。
	(3)沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄について
　水産資源を安定的・永続的に確保し、漁業を持続可能なものとするため、沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄が図られ、安全が保障された操業水域を実現すること。
	（継続）
○昨年度、本会理事会での理事の発言を受け、追加。



	経済産業省、自然エネルギー庁、原子力・安全保安院
１　原子力施設に係る安全対策、原子力災害対策及び原子力政策に関する国民理解の形成について
　日本原燃（株）六ヶ所再処理施設を始めとした原子力施設における様々なトラブル、さらには、新潟県中越沖地震を機に注目を集めた原子力施設の耐震安全性の問題等が発生しており、国においては、安全確保を大前提に、原子力施設の安全規制及び災害対策の強化・充実を図るとともに、施設立地地域住民はもとより、国民の理解を得て原子力政策を進めるよう、政府一体としての責任ある対応を提案します。

	１　原子力施設の安全対策について
　去る3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震により東京電力福島第一原子力発電所において事故が発生し、未だ事態収束と至っておりません。この事故により様々な影響があることから、次のとおり提案します。
(1)　東京電力福島第一原子力発電所での事故に係る速やかな事態収拾を図ること
(2)　今回の事故により、農畜産物等の風評被害が懸念されることから、放射線測定による安全性の証明や、放射線影響等に関する迅速かつ正確な情報提供を実施すること
 (3)　今回の事故について、徹底的な原因究明を行い、安全上反映すべき事項については、国内の原子力施設に反映し、安全確保に万全を期すこと。
(4)　今回の事故を速やかに検証し、防護区域のあり方をはじめ、今後の原子力防災対策の見直しに適切に対応すること。

	○23.4.22　県への提言と同様



	２　電源地域振興のための交付金制度の拡充について
　原子燃料サイクル施設等の原子力関連施設の立地に関して重要な役割を果たし、国のエネルギー政策に大きく貢献してきた本県の実情を十分に認識したうえで、引き続き本事業を着実に進めていくためには、電源立地地域の住民はもとより、県民の理解と協力が不可欠であり、全県的な地域振興を図る観点から、電源三法交付金制度の更なる拡充が必要であります。
　つきましては、次のとおり提案します。
(1)　エネルギー対策特別会計の運用に当たっては、電源立地地域への財政的支援措置が後退することのないよう、電源立地地域対策交付金等の原資を十分に確保すること。

	２　電源地域振興のための交付金制度の拡充について
　原子燃料サイクル施設等の原子力関連施設の立地に関して重要な役割を果たし、国のエネルギー政策に大きく貢献してきた本県の実情を十分に認識したうえで、引き続き本事業を着実に進めていくためには、電源立地地域の住民はもとより、県民の理解と協力が不可欠であり、全県的な地域振興を図ることが必要であります。
　また、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとして電力を安定供給する水力発電施設を維持する必要があります。
つきましては、電源三法交付金制度の更なる拡充が必要であることから、次のとおり提案します。
(1)　エネルギー対策特別会計の運用に当たっては、電源立地地域への財政的支援措置が後退することのないよう、電源立地地域対策交付金等の原資を十分に確保すること。

	水力交付金に係る要望もこの項目に入れているので、前文にも追加。
(1)23年度電源立地地域対策交付金予算額
1,110億円（22年度1,097億円）



	(2)　原子燃料サイクル事業の国策上の位置づけを踏まえ、地域振興の一層の充実を図るため、電源立地地域対策交付金においては、電気料金の割引等に係る交付対象区域の全県拡大、交付単価・交付限度額の引上げ、使途の拡大及び一層の弾力化を行うことを図るとともに、原子力発電施設等立地地域特別交付金及び核燃料サイクル交付金においては、交付限度額の大幅拡充と交付対象要件の緩和を図ること。

	(2)　電源地域の地域振興の一層の充実を図るため、電源立地地域対策交付金においては、電気料金の割引等に係る交付対象区域の全県拡大、交付単価・交付限度額の引上げ、使途の拡大及び一層の弾力化を図ること。

	23年度より電源立地地域対策交付金に「核燃料サイクル交付金相当部分」を組込み。
主な変更（交付金単価）
・電力移出県等交付金相当部分　単価27円（22年度28円）
・電源立地促進対策交付金相当部分　単価900円（22年度750円）、交付限度額170億円（22年度142億円）



	(3)　水力発電施設周辺地域交付金相当部分については、平成22年度末をもって多くの関係市町村で交付機間の期限を迎えることとなりますが、過去30年間にわたる交付実績や今後とも安定的な水力発電を維持する必要があることを考慮の上、恒久的な制度とすること。
また、最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や、使途については地域の裁量により決定できるようにすること。

	(3)　水力発電施設周辺地域交付金相当部分（水力交付金）については、今後とも安定的な水力発電を維持する観点から、水力交付金を法律に基づく恒久的な措置とすること。

	○水力発電施設周辺地域交付金相当部分は、電源立地地域対策交付金制度の中にあることから、「交付金制度の充実について」に組み込む。
○23年度より、制度の見直しを行い、10年間延長となった。
単価引下げ
7.5銭/kwh→5.9銭/kwh
最低保証額の引下げ
　450万円→300万円
最高限度額の撤廃
○(3)は全国町村会要望と同様


	３　高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る諸施策の推進について
　原子燃料サイクル施設では、海外返還高レベル放射性廃棄物及び六ヶ所再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物を30年から50年間一時貯蔵することとしているが、最終処分地選定の見通しが依然として不透明な状況であることから、国における一層の取り組みの強化が必要です。
　つきましては、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、広報活動の強化や処分に係る研究開発の一層の促進を図り、最終処分地の早期選定に向け、政府一体のもと、一層の取り組みの強化を図ることを提案します。
	３　高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る諸施策の推進について
　原子燃料サイクル施設では、海外返還高レベル放射性廃棄物及び六ヶ所再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物を30年から50年間一時貯蔵することとしているが、最終処分地選定の見通しが依然として不透明な状況であることから、国における一層の取り組みの強化が必要です。
　つきましては、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、広報活動の強化や処分に係る研究開発の一層の促進を図り、最終処分地の早期選定に向け、政府一体のもと、一層の取り組みの強化を図ることを提案します。
	


	国土交通省

１　道路の整備等について　　
　道路は、住民生活や社会経済活動に欠くことのできない重要な社会資本であります。本県は、日常生活や経済・社会活動の大部分を自動車交通に依存している割合が高い状況にあり、全国で唯一県内の２０万人以上の都市が高速道路で結ばれていない等幹線道路ネットワークの形成が十分でないことや、国道、県・市町村道の道路整備も全国に比べてなお低い状況にあります。さらには、気象的・地形的条件等により、落石崩壊等による通行止めが多数発生しているほか、全国でも有数な豪雪地帯であることから、主要幹線道路をはじめ県内各所において、雪による歩行空間の阻害や大渋滞等、社会生活に重大な支障を及ぼしております。
これらに対応するための道路防災対策、冬期間の円滑な交通確保、通学路の安全確保等に向けた道路整備は、交通量等を測定単位とした費用対効果のみで判断するのではなく、経済や緊急時等地域住民の安全・安心を支える命綱であることから、幹線道路をはじめとする高規格幹線道路や国道、それを補完する地方道に至る道路ネットワークを形成するため、地方が真に必要とする道路整備に係る財源措置等を講じるよう、次の事項について提案します。

	１　道路の整備等について　　
　道路防災対策、冬期間の円滑な交通確保、通学路の安全確保等に向けた道路整備は、交通量等を測定単位とした費用対効果のみで判断するのではなく、経済や緊急時等地域住民の安全・安心を支える命綱であることから、幹線道路をはじめとする高規格幹線道路や国道、それを補完する地方道に至る道路ネットワークを形成するため、地方が真に必要とする道路整備に係る財源措置等を講じるよう、次の事項について提案します。

	前文簡略化


	(1)　道路予算の確保について
①　道路事業予算の確保について
道路事業予算を確保するとともに、その配分に当たっては道路整備が遅れている地方へ重点配分すること。
また、新たに創設された社会資本総合交付金においても必要な額を確保すること。
	(1)　道路予算の確保について
①　道路事業予算の確保について
道路事業予算を確保するとともに、その配分に当たっては道路整備が遅れている地方へ重点配分すること。
また、社会資本総合交付金においても必要な額を確保すること。
	○23年度道路関係予算
配分額（直轄、補助）
　1兆4,536億3,800万円
東北整備局（直轄）
　1,460.42億円
青森県配分額（補助）
　33億円（22年度　42億円）
○社会資本整備総合交付金
都道府県と市町村を交付対象に、社会資本に係る道路、港湾、治水、下水道、海岸、都市公園、住環境整備等個別補助金を原則一括し、総合的な交付金として22年度創設
配分額　3兆2,334億円
　（22年度　2兆2,000億円）
青森県配分　312.84億円
　（22年度　468億円）
○町から要望あり


	②　市町村道整備予算の増額について
市町村道は、地域住民の日常生活に不可欠な生活関連施設であり、経済活動を支える基本的な社会基盤であることから、特別立法(山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法）による整備も含め、市町村道の整備に係る予算の大幅増額を図ること。

	②　市町村道整備予算の増額について
市町村道は、地域住民の日常生活に不可欠な生活関連施設であり、経済活動を支える基本的な社会基盤であることから、特別立法(山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法）による整備も含め、市町村道の整備に係る予算の大幅増額を図ること。
	前年度同様



	(2)　主要幹線道路ネットワークの整備促進について
①　上北横断道路
②　八戸・久慈自動車
③　津軽自動車道（一般国道101号五所川原西バイパス、鰺ヶ沢道路）
④　下北半島縦貫道路
⑤　西津軽能代沿岸道路（追良瀬Ⅱ期バイパス）
(3)　市町村道除排雪費に対する社会資本整備総合交付金の制度の充実について
本県は積雪寒冷地域という地理的・気象的条件にあり、除排雪の充実が住民生活を支える上で非常に大きな課題となっております。しかしながら、市町村の財政状況は非常に厳しい状況にあることから、市町村道除排雪費が安定的に必要額を確保できるよう、社会資本整備総合交付金の制度の充実を図ること。
	(2)　主要幹線道路ネットワークの整備促進について
①　上北横断道路
②　八戸・久慈自動車
③　津軽自動車道（一般国道101号五所川原西バイパス、鰺ヶ沢道路）
④　下北半島縦貫道路
⑤　西津軽能代沿岸道路（追良瀬Ⅱ期バイパス）
(3)　市町村道除排雪費に対する社会資本整備総合交付金の制度の充実について
本県は積雪寒冷地域という地理的・気象的条件にあり、除排雪の充実が住民生活を支える上で非常に大きな課題となっております。しかしながら、市町村の財政状況は非常に厳しい状況にあることから、市町村道除排雪費が安定的に必要額を確保できるよう、社会資本整備総合交付金の制度の充実を図ること。
	23年度事業費
①上北道路：38.05億円
上北天間林道路：13億円
②八戸南環状道路：29.18億円
八戸南道路：8億円
③五所川原西BP：21.36億円
鰺ヶ沢道路：3.87億円
④有戸北BP：11億円
むつ南BP：6億円
吹越BP：6億円
※4/1の閣議において、公共事業予算・施設費5%を一つの目途として執行を留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保される。
平成20年度から要望



	(4)　半島地域における道路交通網の整備について
①国道279号の国直轄移管について
下北半島地域は、国家的プロジェクトとしてのむつ小川原開発計画や原子力発電所が稼働している東通村をはじめ、着工された大間町の原子力発電所等、我が国のエネルギー政策を推進する重要拠点であることから、当地域を縦貫する国道279号を国直轄移管すること。
②離島航路事業の補助制度の拡充について
青森市と下北半島を結ぶ離島航路は、下北住民の医療、交通、文化、物資の輸送等の生活及び産業航路として重要な役割を果たしているが、事業者及び関係自治体は厳しい財政状況あることから、離島航路事業に対する補助制度を拡充すること。

	(4)　半島地域における道路交通網の整備について
①国道279号の国直轄移管について
下北半島地域は、国家的プロジェクトとしてのむつ小川原開発計画や原子力発電所が稼働している東通村をはじめ、着工された大間町の原子力発電所等、我が国のエネルギー政策を推進する重要拠点であることから、当地域を縦貫する国道279号を国直轄移管すること。
②災害時に対応する道路整備について
原子力施設等が立地する下北半島地域において、大規模災害時の広域的な避難や支援物資輸送を可能とする道路ネットワークについて、国の役割や負担を強化し、早急な整備を図ること。
③離島航路事業の補助制度の拡充について
青森市と下北半島を結ぶ離島航路は、下北住民の医療、交通、文化、物資の輸送等の生活及び産業航路として重要な役割を果たしているが、事業者及び関係自治体は厳しい財政状況あることから、離島航路事業の適用範囲と財政支援を拡充すること。

	○平成21年度から要望
新規
原子力施設の立地が進む、下北半島の災害時における避難道路の確保のため。
○平成22年度から要望
○町から要望あり
②22年度まで「地方バス路線維持対策」「離島航路維持活性化事業」等に分かれていた複数の事業を一本化し、「地域公共交通確保維持改善事業（305億円」」とした。
離島航路維持確保約60億円（22年度　48億円）


	③函館～大間フェリー航路の存続に向けた助成制度について
函館市と下北半島を結ぶ唯一の交通手段である函館～大間フェリー航路は、経済、産業、医療、文化等地域に根ざした航路であり、また国道279号及び国道338号の海上国道としての日本の国土軸を担ってきた航路であることから、本航路の恒久運行のための財政支援を図ること。

	④函館～大間フェリー航路の存続に向けた助成制度について
函館市と下北半島を結ぶ唯一の交通手段である函館～大間フェリー航路は、経済、産業、医療、文化等地域に根ざした航路であり、また国道279号及び国道338号の海上国道としての日本の国土軸を担ってきました。また、大規模災害時に対応する避難航路でもあることから、本航路の恒久運行のための財政支援を図ること。

	○平成22年度から要望
○町から要望



	２　県土の安全性の確保と向上について
本県は、急峻な地形が多く、また、冬期間の降雪や長い海岸線を有していることから、治水・高潮・津波対策及び土砂災害の防止など自然災害の発生を未然に防止するための安全性の高い県土づくりが必要となっています。
　また、安全対策を進めるにあたっては、生態系の保全や自然環境と調和した憩いや潤いのある施設整備など、周辺の環境に配慮した快適空間づくりに寄与することも求められています。
つきましては、次の事項について提案します。
(1)　河川改修事業の整備促進について
本県は、未整備の河川が多く融雪期、台風及び集中豪雨時には、浸水被害が多発していることから、地域社会の安全性の向上を図るため、河川改修事業の一層の整備促進を図ること。
(2)　ダム事業の整備促進について
流域沿川の住民を洪水被害から守るとともに水需要の逼迫に対処し、恒久的な安定供給を行うことから、安全で快適な生活環境の確保を図るため、ダム建設事業の一層の整備促進を図ること。
	２　県土の安全性の確保と向上について
本県は、急峻な地形が多く、また、冬期間の降雪や長い海岸線を有していることから、治水・高潮・津波対策及び土砂災害の防止など自然災害の発生を未然に防止し、地域住民の安全で安心な生活を確保することが急務であります。
つきましては、次の事項について提案します。
(1)　河川改修事業の整備促進について
本県は、未整備の河川が多く融雪期、台風及び集中豪雨時には、浸水被害が多発していることから、地域社会の安全性の向上を図るため、河川改修事業の一層の整備促進を図ること。
削除
	修文
○直轄管理河川：15　整備率88.6%
○県管理河川：286　整備率37.6%
（平成21年度末現在）
本県町村での補助ダムは、奥戸ダム（大間町）のみ。
・奥戸ダムは、県ダム事業検討委員会（委員に大間町長も就任）において、「建設中止」とし、知事に対し答申。

	(3)　砂防関係事業の整備促進について
本県の土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所は数多く点在しているが、整備状況は極めて低い水準にある。
地質が脆弱で危険な山地を背後に抱え、常に土砂災害の脅威にさらされている状況にあることから、地域の安全性の向上のため、砂防関係事業の一層の整備促進を図ること。
※本県補助事業費の推移　　　（単位：百万円）
H21
H22
H23
対前年比
河　川
4,954
4,386
3,140
71.6%
海　岸
1,384
1,511
973
64.4%
ダ　ム
940
516
288
55.8%
砂　防
3,531
3,016
2,033
67.4%
(砂防）
2,189
2,059
1,331
64.6%
(急傾斜)
875
709
583
82.2%
(地すべり)
467
248
119
48.0%
(雪崩)
0
0
0
0.0%
合　計
100,809
9,429
6,434
68.2%
※H21～22は最終事業費
　H23は当初事業費（内示額ベース、事務費対象外）
	(2)　海岸事業の整備促進について
　本県は、三方を海に囲まれており、海岸整備率は東北の中でも低い状況となっている。
　今後も発生の恐れのある津波・高潮による災害を未然に防ぐため、海岸保全施設事業の促進を図ること。
　また、甚大で広範囲な津波対策を踏まえ、防潮堤や防潮水門の遠隔操作、津波監視カメラの設置等防災施設整備や迅速な避難が可能となる施策の推進を図ること。
(3)　砂防関係事業の整備促進について
本県の土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所は数多く点在しているが、整備状況は極めて低い水準にある。
地質が脆弱で危険な山地を背後に抱え、常に土砂災害の脅威にさらされている状況にあることから、地域の安全性の向上のため、砂防関係事業の一層の整備促進を図ること。
	新規
○海岸延長797.4㎞
○海岸整備率（国土交通省河川局所管分）　海岸延長437.0㎞　56.8%（東北で5番目）
（平成21年度末現在）
○土石流危険渓流
　645渓流　整備率21.6%
○地すべり危険箇所
　64箇所　　整備率23.4%
○急傾斜地箇所
　2,812箇所　整備率36.8%
（平成22円度末現在）



	３　津軽ダム建設事業の整備促進について
　一級河川岩木川は、平成１７年の融雪洪水によるりんご園の冠水、平成１９年には前線による大雨災害等の発生など、これまでもたびたび流域住民の生活が脅かされるなどの水害が発生しており、津軽地域の発展に大きな妨げになっております。
　一方、水道用水、農業用水など各種水源として広く利用されておりますが、岩木川は２年に１度の割合で水不足が生じ、平成１９年には１１年ぶりに目屋ダムの緊急放流が行われる等、深刻な状況にあります。
　このような状況の中、岩木川の本川上流に建設中の津軽ダムは平成２０年度より本体着工いたしましたが、岩木川の治水安全度の向上と、安全確保のための最重要事業でありますので、津軽ダムが早期に完成していただきますよう提案します。

	３　津軽ダム建設事業の整備促進について
　一級河川岩木川は、平成１７年の融雪洪水によるりんご園の冠水、平成１９年には前線による大雨災害等の発生など、これまでもたびたび流域住民の生活が脅かされるなどの水害が発生しており、津軽地域の発展に大きな妨げになっております。
　一方、水道用水、農業用水など各種水源として広く利用されておりますが、岩木川は２年に１度の割合で水不足が生じ、平成１９年には１１年ぶりに目屋ダムの緊急放流が行われる等、深刻な状況にあります。
　このような状況の中、岩木川の本川上流に建設中の津軽ダムは平成２０年度より本体着工いたしましたが、岩木川の治水安全度の向上と、安全確保のための最重要事業でありますので、津軽ダムが早期に完成していただきますよう提案します。

	○村から要望あり
○平成19年度から要望
○事業費：15,238億円
完成年度：平成28年度
内容は前年同様



	４　並行在来線への支援措置について
東北新幹線八戸駅開業時に並行在来線としてJR東日本から経営分離された「青い森鉄道」は、本年１２月の東北新幹線全線開業時に更に青森駅まで延伸され、全長121.9㎞もの区間を経営することになります。
この青い森鉄道は、地域住民の重要な足であると同時に、我が国物流の大動脈として極めて重要な役割を担っています。
つきましては、青い森鉄道が将来にわたって安定的な経営ができるよう、線路使用実態に見合った貨物線路使用料の負担割合の見直し、並行在来線維持のための地方負担及び初期投資に対する助成措置等をしていただきますよう提案します。

	（削除）
	維持のための県負担（赤字）の助成措置は必要なものの、貨物調整金制度の拡充による支援が拡大したため線路使用料の負担割合の見直しが図られたたことから、本会要望から削除
線路使用料（全体40億円）
　以前の負担割合（貨物）
貨物24億円（60%）：旅客16億円（40%）
　　　　　　↓
国負担が10億円増見込み。これにより県負担が約6億円（15%）（10億円減）。
前年度要望内容
貨物85：旅客15


	環境省

１　廃棄物処理対策の拡充・強化について
　生活環境の保全及び産業経済の健全な発展を図る上において、廃棄物処理施設の確保と廃棄物適正処理が要請されております。
　また、社会形態をこれまでの大量消費型社会から廃棄物の再生利用に基づく循環型社会への移行を実現する必要がありますので、次のとおり提案します。

	１　廃棄物処理対策の拡充・強化について
　
生活環境の保全及び産業経済の健全な発展を図る上において、廃棄物処理施設の確保と廃棄物適正処理が要請されております。
　また、社会形態をこれまでの大量消費型社会から廃棄物の再生利用に基づく循環型社会への移行を実現する必要がありますので、次のとおり提案します。

	（継続）
○産業廃棄物処理への不安感・不信感から、産業廃棄物処理施設の建設に対する地域住民の理解を得ることが、困難となっており、このような状況が続くと、不法投棄の増大等による生活環境への影響や産業活動に支障が生ずることが予想される。



	(1)廃棄物焼却施設における施設の跡地利用を伴わない解体撤去に要する費用については、現在、循環型社会形成推進交付金の交付対象となっておらず、更には、労働安全衛生規則の一部改正に伴うダイオキシン類のばく露防止対策の義務化により、各町村の費用負担が増大している。
ついては、廃棄物焼却施設の解体撤去に要する費用について、更なる制度の拡充を図ること。
(2)「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法）の見直しに当たっては、増加している不法投棄への防止策として、監視体制の整備をはじめ、引取り・リサイクルに係る費用を販売価格に含めるとともに、不法投棄物の回収は小売業者、製造業者等の責任で行うこととし、町村が不法投棄物を回収した場合はその回収費用を製造業者等の負担とするなど、町村に過重な負担が生じることがないよう万全の措置を講じること。
また、製造業者等が設置する指定引取場所を増設すること。

	(1)廃棄物焼却施設における施設の跡地利用を伴わない解体撤去に要する費用については、現在、循環型社会形成推進交付金の交付対象となっておらず、更には、労働安全衛生規則の一部改正に伴うダイオキシン類のばく露防止対策の義務化により、各町村の費用負担が増大している。
ついては、廃棄物焼却施設の解体撤去に要する費用について、更なる制度の拡充を図ること。
(2) 町村において処理困難な機械器具について、家電リサイクル制度対象品目を拡充するとともに、リサイクル料金を「前払い方式」に改めること。
また、不法投棄物の回収は製造業者等の責任で行うこととし、町村が不法投棄物を回収した場合は、その回収費用及びリサイクル費用を製造業者等の負担とするなど、町村の負担とならないよう万全の措置を講じること。
	（継続）(1)
○全国町村会要望と連動。
○現交付金制度では、解体撤去費用は解体跡地に新たな廃棄物処理施設整備を一体として行う場合のみ対象で、町村単独実施は負担が大きい。
○廃止済の16施設が未解体。
（平成23年5月現在）
（修文）(2)
○全国町村会要望と連動。
○20年2月、中央環境審議会から環境大臣への意見具申で、「後払い方式」のﾘｻｲｸﾙ費用の回収方式から「前払い方式」への変更は見送りに。
○現在、家電リサイクル制度評価検討小委員会で、施策の具体化に向けた取り組みを行う。
○不法投棄された廃家電品は、市町村が回収･運搬し、製造業者へ引き渡す。（回収及びﾘｻｲｸﾙ費用は市町村負担）

	２　ニホンザル・ニホンカモシカの保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣のうち、ニホンザルは、狩猟対象外の鳥獣として保護が図られています。しかし、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。特に下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
また、ニホンカモシカについても、特別天然記念物に指定され保護が図られていますが、ニホンザルと同様に生息環境の変化等から、人家周辺まで出没し農作物を食い荒らすなど被害が拡大している状況にあります。
　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すために、各種被害防止対策や生息域拡大防止対策など野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について提案します。

	２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣は、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。
特に、下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すため、次のとおり提案します。
（1）ニホンザル及びツキノワグマの個体数、生息状況等の調査を実施すること。
（2）被害防止対策や生息域拡大防止対策などを町村が確実に実施できるよう、予算措置を長期的に継続すること。
	（修文）項目整理
○野生鳥獣による本県の被害状況及び23年3月に各町村より聴取した有害鳥獣対策に係る意見等を踏まえ修文。
○下北半島のニホンザルは、平成22年1月現在、51群1,861頭＋αが生息しており、今後個体数は増加見込。
○21年度県内被害状況
・サル4,000万円余　2,400a
・クマ1,400万円余　3,500a
・カモシカ41万円余　59a
○環境省補助事業等
・特定鳥獣等保護管理実態調査、鳥獣保護管理に係る人材育成事業など
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